
ファイル名:0000000_1_0377047002011.doc 更新日時:2008/11/11 17:30 印刷日時:08/11/12 4:54 

 

四 半 期 報 告 書 
 

(金融商品取引法第24条の４の７第１項に基づく報告書) 
 

事業年度 

(第72期Ⅱ)

 自 平成20年７月１日

至 平成20年９月30日

 

 

 (E03753) 



ファイル名:0000000_3_0377047002011.doc 更新日時:2008/11/12 11:17 印刷日時:08/11/12 11:20 

 

 

第72期第２四半期（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 
 

四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は金融商品取引法第24条の４の７第１項に基づく四半期報告書を同

法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提

出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書を末尾に綴じ込んでおります。 

 

 

 

 
 



ファイル名:0000000_4_0377047002011.doc 更新日時:2008/11/12 11:19 印刷日時:08/11/12 11:20 

目      次 

 

頁

第72期第２四半期 四半期報告書 

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………３ 

３ 【関係会社の状況】………………………………………………………………………………３ 

４ 【従業員の状況】…………………………………………………………………………………３ 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………４ 

１ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………４ 

２ 【財政状態及び経営成績の分析】………………………………………………………………４ 

第３ 【設備の状況】………………………………………………………………………………………13 

第４ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………14 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………14 

２ 【株価の推移】……………………………………………………………………………………25 

３ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………26 

第５ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………27 

１ 【四半期連結財務諸表】…………………………………………………………………………28 

２ 【その他】…………………………………………………………………………………………48 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】…………………………………………………………………49 

 

四半期レビュー報告書 ………………………………………………………………………………………巻末 

 

 



 
  

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年11月12日

【四半期会計期間】 第72期第２四半期 
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

【会社名】 株式会社大和証券グループ本社

【英訳名】 Daiwa Securities Group Inc.

【代表者の役職氏名】 執行役社長  鈴 木 茂 晴

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長   阪 上  光

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号

【電話番号】 03(5555)1111

【事務連絡者氏名】 財務部長   阪 上  光

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所

 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

株式会社名古屋証券取引所

 (名古屋市中区栄３丁目８番20号)

─ 1 ─



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

２ 営業収益等については、消費税等を含んでおりません。 

３ 第72期第２四半期連結累計期間及び第72期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第72期

当第２四半期 
連結累計期間

第72期
当第２四半期 
連結会計期間

第71期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

営業収益 (百万円) 296,935 131,559 825,422

純営業収益 (百万円) 151,123 58,096 447,491

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △23,203 △31,525 90,143

当期純利益又は 
四半期純損失(△) 

(百万円) △14,637 △20,522 46,411

純資産額 (百万円) ― 1,017,118 1,082,923

総資産額 (百万円) ― 16,564,070 17,307,119

１株当たり純資産額 (円) ― 575.28 607.64

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△) 

(円) △10.87 △15.24 33.69

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― 33.63

自己資本比率 (％) ― 4.7 4.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,051,503 ― △782,533

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 41,105 ― △189,042

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,049,089 ― 991,086

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― 401,282 359,851

従業員数 (人) ― 15,580 14,456 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重

要な変更はありません。 

また、重要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

なお、当社の連結子会社である株式会社大和総研は、平成20年10月１日付でリサーチ・コンサルティン

グ及びグループ向けシステム事業を行う株式会社大和総研とグループ外のお客様向けシステム事業を行う

株式会社大和総研ビジネス・イノベーションに会社分割した上で中間持株会社となり、株式会社大和総研

ホールディングスに商号変更しております。また、同じく当社の連結子会社であるエヌ・アイ・エフＳＭ

ＢＣベンチャーズ株式会社は、平成20年10月１日付で大和ＳＭＢＣキャピタル株式会社に商号変更してお

ります。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

  平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数には、FA（ファイナンシャルアドバイザー）社員の雇用人員637人を含めております。 

   ２ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で 

 記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

  平成20年９月30日現在 

 
(注)  従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 15,580[1,697]

従業員数(人) 313
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は締結されておりません。 

  

  

本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、四半期報告書提出日現在において当社グル

ープが判断したものであります。  

  

(1) 業績の状況 

① 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国の景気は、米国発の金融不安が世界的な広がりをみせた

ことで海外金融市場が混迷を深め、また、為替が円高基調となったことを受け、引き続き減速基調と

なりました。このような収益環境のもと、当第２四半期連結会計期間の当社グループの営業収益は

1,315億円となりました。 

(百万円) 

 
  

長期化するマーケットの混乱により実体経済の悪化懸念が増幅したことから、投資家心理は悪化

し、また、企業のファイナンス案件も低迷していることなどから受入手数料は540億円になりまし

た。トレーディング損益はリーマン・ブラザーズ破綻に伴う損失などを計上したことで108億円にと

どまり、また、営業投資有価証券関連損益は不動産市況及び株式市況の低迷により152億円の赤字と

なりました。金融収支は49億円、純営業収益は580億円となっております。 

  

１ 【経営上の重要な契約等】

２ 【財政状態及び経営成績の分析】

当第２四半期連結会計期間  
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)  

 受入手数料 54,045

 トレーディング損益 10,864

 営業投資有価証券関連損益 △15,206

 金融収益 69,129

 その他の売上高 12,726

営業収益 131,559

金融費用 64,161

売上原価 9,301

純営業収益 58,096
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事業別の受入手数料の内訳は次のとおりです。 
(百万円) 

 
  

 
  

当第２四半期連結会計期間  
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)  

エクイティ 
(株式関連)

フィックス
ト・インカム

(債券)

アセット・
マネジメント
(資産運用)

インベスト
メント・ 
バンキング 
(投資銀行)

その他 合計

委託手数料 13,114 103 81 ― ― 13,299

引受け・売出し 
手数料 

― ― ― 3,181 ― 3,181

(株券等) (―) (―) (―) (972) (―) (972)

(債券等) (―) (―) (―) (2,150) (―) (2,150)

募集・売出しの 
取扱手数料 

― ― 5,195 166 ― 5,361

その他の受入手数料 310 237 23,037 3,108 5,508 32,202

合計 13,424 340 28,314 6,456 5,508 54,045

[エクイティ（株式関連）] 

 当第２四半期連結会計期間の東京証券取引所における株式の一日平均売買代金が2兆2,364億円とな

ったことなどから、委託手数料は131億円となりました。受入手数料合計は134億円となっておりま

す。 

 

[フィックスト・インカム（債券）] 

 受入手数料は、委託手数料のほか、利金・償還金等の支払事務代行にかかる代理事務手数料等で構

成されています。受入手数料合計は3億円となりました。 

 

[アセット・マネジメント（資産運用）] 

 投資信託の事務代行手数料や信託報酬からなるその他の受入手数料は230億円となりました。受入手

数料合計は283億円となっております。  

 

[インベストメント・バンキング（投資銀行）] 

 受入手数料は、主に公募・売出しに係る手数料のほか、M&A業務の手数料などで構成されています。

受入手数料合計は64億円となりました。 

[その他] 

 主なものは、カストディ・フィー（保管手数料）、投資事業組合等運営報酬、個人年金保険の販売

手数料であります。その他の受入手数料合計は55億円となりました。 
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(百万円) 

 

販売費・一般管理費は、取引関係費178億円、人件費356億円、不動産関係費115億円などにより、

合計で892億円となりました。  

 この結果、315億円の経常損失となりました。  

  

主に投資有価証券評価損49億円を特別損失に計上したことなどから、特別損益は純額で37億円の損

失となりました。法人税等及び少数株主損失を加味した結果、当第２四半期連結会計期間は205億円

の四半期純損失となりました。  

  

所在地別セグメントの業績は以下のとおりとなっております。 

(百万円) 

 
  

＜国内＞ 

国内主要グループ会社の動向は次のとおりです。 

(百万円) 

 
  

リテール証券業務を営む大和証券の営業収益は412億円、経常利益は54億円となりました。世界的

な市況の低迷を受け、エクイティを中心とする委託手数料は71億円、募集・売出しの取扱い手数料は

83億円となりました。その他受入手数料は投資信託の代理事務手数料が安定的な収益を計上し157億

円となりました。また、トレーディング損益は82億円の黒字となりました。当第２四半期連結会計期

間末の大和証券顧客資産は、株式市況の悪化によるエクイティ資産の減少により27.7兆円となってい

ます。ダイワファンドラップの顧客数と契約資産残高は順調に増加しました。 

当第２四半期連結会計期間  
(自 平成20年７月１日  

   至 平成20年９月30日） 

純営業収益 58,096 

販売費・一般管理費 89,293 

経常損失（△） △31,525 

四半期純損失（△） △20,522 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日) 

日本 米州 欧州
アジア・
オセアニア

計
消去又は 
全社

連結

純営業収益 48,970 4,681 5,033 3,534 62,220 (4,124) 58,096

営業利益 
又は営業損失(△) 

△30,511 1,129 △1,555 △264 △31,202 5 △31,196

当第２四半期連結会計期間  
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)  

大和証券
大和証券エスエム 
ビーシー(連結)

大和証券投資信託委託

営業収益 41,258 20,569 20,034

経常利益又は経常損失（△） 5,413 △35,943 3,886

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,733 △31,336 2,312
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ホールセール証券業務を営む大和証券エスエムビーシー（連結）の営業収益は205億円となりまし

た。エクイティ・ファイナンス市場の低迷などに伴う投資銀行業務の低迷や、大和証券エスエムビー

シープリンシパル・インベストメンツが手がける投資業務における営業投資有価証券関連損益が損失

となったことなどにより、359億円の経常損失となりました。 

アセット・マネジメント業務を営む大和証券投資信託委託では、株式市況の悪化に伴い株式投資信

託の運用資産残高が減少し、経常利益は38億円となりました。 

また、その他の国内主要グループ会社の経常利益又は経常損失は以下のとおりです。 

(百万円) 

 
  

＜海外＞ 

米州の営業利益は、金利低下局面において金融収支が堅調であったことから11億円となっておりま

す。欧州は、市場の混乱によりトレーディングが不振であったほか、投資銀行業務が低調となったこ

とで、15億円の営業損失となりました。 

アジア・オセアニアは、アジア事業基盤を強化するための人員増強などで経費が増加したため、2

億円の営業損失となりました。その結果、海外合計で6億円の営業損失となっております。 

  

② 財政状態の分析 

＜資産の部＞ 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は16兆5,640億円となりました。内訳は流動資産が16兆125億

円であり、このうちトレーディング商品が6兆213億円、有価証券担保貸付金が7兆3,767億円となって

おります。固定資産は5,515億円となっております。 

  

＜負債の部・純資産の部＞ 

負債合計は15兆5,469億円となりました。内訳は流動負債が14兆967億円であり、このうちトレーデ

ィング商品が4兆712億円、有価証券担保借入金が7兆584億円となっております。固定負債は1兆4,425

億円であり、このうち社債が1兆2,044億円となっております。  

  

純資産合計は1兆171億円となりました。利益剰余金は、四半期純損失による146億円の減少や配当

金支払いによる134億円の減少などの結果、4,991億円となりました。また、その他有価証券評価差額

金は、株式市場の下落に伴い119億円減少し、125億円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間  
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)  

大和総研 大和住銀投信投資顧問
エヌ・アイ・エフ

ＳＭＢＣベンチャーズ

経常利益又は経常損失（△） 2,214 1,136 △2,710
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保借入金の

増加などにより2,416億円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減

少により67億円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などに

より2,312億円の減少となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当第２四半期連結会計

期間末の現金及び現金同等物の残高は4,012億円となりました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題  

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び

新たに生じた事項はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

  

(5) 重要な会計方針及び見積もり 

当社の四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成さ

れております。また、当社は、四半期連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針に基づいていくつか

の重要な見積もりを行っており、これらの見積もりは一定の条件や仮定を前提としております。そのた

め、条件や仮定が変化した場合には、実際の結果が見積もりと異なることがあり、結果として四半期連

結財務諸表に重要な影響を与える場合があります。重要な会計方針のうち、特に重要と考える項目は、

次の４項目です。 

① 金融商品の評価 

当社グループでは、トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引は、時価をもって

貸借対照表価額とし、評価差額はトレーディング損益として損益計算書に計上しております。評価に

用いる時価は、市場で取引が行われている有価証券やデリバティブ取引については当第２四半期連結

会計期間末時点の市場価格を、市場価格のない有価証券やデリバティブ取引については理論価格を、

それぞれ使用しております。理論価格を算出する際には、対象となる商品や取引について最も適切と

考えられるモデルを採用しております。 

  

② 有価証券の減損 

当社グループでは、投資有価証券等のトレーディング商品に属さない有価証券を保有しておりま

す。このうち時価のある有価証券については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがある

と認められる場合を除き、減損処理を行っております。具体的には、当第２四半期連結会計期間末に

おける時価の下落率が取得原価の50％以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断し

て、減損処理を行っております。時価の下落率が取得原価の30％以上50％未満の場合は、過去６ヶ月

間の株価の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復する見込みを検討し、回復する見

込みがないと判断したものについては、減損処理を行っております。また、時価のない有価証券につ

いては、実質価額が著しく低下した場合に、減損処理を行っております。 
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③ 固定資産の減損 

当社グループでは、各資産グループにおいて、収益性が著しく低下した資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失としております。なお、資産のグルーピングは、

継続使用資産のうち、証券店舗など個別性の強い資産については個別物件単位で、その他の事業用資

産については管理会計上の区分に従っております。 

  

④ 繰延税金資産の回収可能性 

当社グループでは、税務上の繰越欠損金や企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額

である一時差異について税効果会計を適用し、繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しております。

繰延税金資産の回収可能性については、将来の合理的な見積もり可能期間内の課税所得の見積もり額

を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき判断しております。 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析 

＜当第２四半期連結会計期間のマクロ経済環境＞ 

① 海外の経済環境 

当第２四半期連結会計期間は、米国のみならず欧州においても景気後退と金融不安が広がることと

なりました。特に本年９月には米大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに、金融不安

が各国へ飛び火したことで世界的な金融危機が懸念される状況となり、金融機関の信用不安が高まる

ことによって欧州インターバンク市場ではLIBORが急騰するなど、金融市場はかつてない危機的状況

に陥ることとなりました。これに対し、欧米主要６カ国の中央銀行がドル資金供給を行うなど、各国

は事態打開に向け協調姿勢を強めましたが、ブッシュ政権が打ち出した金融安定化法案が米国下院で

否決されると、株価は世界的に急落し、金融危機拡大阻止への取り組みが改めて問われることとなり

ました。 

また、米国の住宅・不動産価格の下落が続くなか、不良資産の増加による自己資本の毀損を懸念し

た欧米の金融機関は個人や企業に対する融資態度を引き締め、こうした信用収縮が強まることによっ

て、実体経済が更に悪化し金融不安が増幅するという負のスパイラルが起こることとなりました。 

 一方、原油や穀物など投機的な要因も加わって上昇していた商品市況は、本年７月半ば以降、実体

経済悪化への懸念から下落へと転じ、世界的なコストプッシュ型の物価上昇はいくぶん沈静化するこ

ととなりました。しかしながら、各国で消費者マインドが低迷したことにより、インフレ沈静化によ

るプラス効果を、景気悪化によるマイナス効果が上回る状態が続いたことから、各国で実体経済の悪

化を食い止めるための金融緩和が模索され始めることとなりました。 

  

② 日本の経済環境 

海外経済の悪化は輸出依存度の高い日本経済に大きな影響を及ぼすこととなりました。日本の輸出

は欧米向けを中心に減少し、これに連動して国内生産や企業収益も減少したことで景気後退が鮮明と

なりました。平成20年９月調査の日銀短観では、海外経済の悪化に加え、為替が円高基調になったこ

とも重なり、企業の景況感は輸出関連業種を中心に大幅に悪化し、設備・雇用・在庫などのストック

面にも余剰感が見られるようになりました。また、建設業や不動産業を中心に資金繰りが悪化し倒産

が増加するなど、企業を取り巻く環境は厳しさを増してきていることから、比較的安定的とみられて

きた正規雇用が減少し始め、雇用調整が長期化する可能性が出始めることとなりました。 
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当第１四半期連結会計期間までは、景況感は悪化していたもののその度合いが浅かったことやスト

ック面の余剰感が少なかったこと、そして日本の金融機関へのサブプライム問題の影響が比較的軽微

であることなどから、日本の景気後退は短く浅いものにとどまるとの見方が大勢を占めていました。

しかし、当第２四半期連結会計期間では、海外の金融市場が混迷の度を深めたことにより、金融市場

の不安定な状態が今後も続いた場合、日本の景気後退が長期化するのではないかと懸念される状況と

なりました。 

  

（7）資本の財源及び資金の流動性に係る情報 

① 流動性の管理 

＜財務の効率性と安定性の両立＞ 

当社グループは、多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中心としたビジネス活動を行

っております。 

当社グループの資金調達手段には、社債、ミディアム・ターム・ノート、金融機関借入、コマー

シャル・ペーパー、コールマネー、現先取引、レポ取引等の方法があり、これらの方法を適切に組

み合わせることにより、効率的な資金調達の実現を図っています。 

一方で、財務の安定性の確保も重視しています。当社グループでは、環境が大きく変動した場合

においても、事業の継続に支障を来たすことのないよう、平時から安定的に資金を確保するよう努

めています。特に、金融市場の混乱が予測される際には、予め流動性の積み増しを実行し、不測の

事態に備えています。グループ全体で、現金・預金、国債等の極めて換金性の高い有価証券等によ

り構成される合計1兆916億円（当第２四半期連結会計期間末）のポートフォリオを保有していま

す。  

  

＜グループ全体の資金管理＞ 

グループ全体の流動性は、当社が一元的に管理・モニタリングしています。国内外の証券子会社

（大和証券、大和証券エスエムビーシー、大和証券ＳＭＢＣヨーロッパ等）及び上場している子会

社（エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ）については各社が独自に資金調達と流動性の管理を

行っておりますが、当社は、その状況を常にモニタリングしています。その他の子会社について

は、当社が一元的に資金調達し、効率的に配分するなど、一体化した資金管理をしております。 

特に、当第２四半期連結会計期間は、海外拠点を含む証券子会社各社において、市場調達、金融

機関借入等により、手元流動性を厚めに確保しております。 

当第２四半期連結会計期間末における当社グループの無担保資金調達の状況は次のとおりです。 
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当第２四半期連結会計期間末の当社グループの無担保資金調達の状況 

(億円) 

 
(注)上記のほか、日本銀行の共通担保オペを利用した資金調達があります。  

  

＜コンティンジェンシー・プラン＞ 

当社グループは、流動性リスクへの対応の一環として、コンティンジェンシー・プランを策定し

ております。これによって、市場環境の激変や想定外のクレジット・クランチ等が発生し、短期の

無担保資金調達が困難になった場合にも、十分な流動性を確保できるものと考えております。 

大和証券エスエムビーシーは、トレーディング・ポジションを中心とする流動資産の保有に伴う

資金調達額が大きいため、同社のコンティンジェンシー・プランは、当社グループにとって最も重

要です。同社では、短期の無担保資金調達が困難となった場合、自己資本、長期の無担保資金調達

可能額及びその時点で可能な短期の無担保資金調達額の合計金額の範囲内まで、トレーディング・

ポジションの圧縮を図ることとしております。 

当社は、子会社のコンティンジェンシー・プランの整備状況について定期的にモニタリングして

おり、必要に応じて想定すべき危機シナリオを考慮して資金調達プランやコンティンジェンジー・

プランそのものの見直しを行い、さらには流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮を図ると

いった事前の対策を講じることとしております。 

また、当社グループは、緊急時の資金調達手段の確保のため、複数の金融機関とコミットメン

ト・ライン契約を結んでおります。 

  

② 株主資本  

当社グループが株式や債券、デリバティブ等のトレーディング取引、貸借取引、引受業務、スト

ラクチャード・ファイナンス、M&A、プリンシパル・インベストメント、証券担保ローン等の有価証

券関連業務等を中心とした幅広い金融サービスを展開するためには、十分な資本を確保する必要が

あります。また、当社グループは、日本のみならず、アメリカ、イギリス、アジアその他の地域で

有価証券関連業務を行っており、それぞれの地域において法規制上必要な資本を維持しなければな

りません。 

銀行等からの短期借入 3,255

その他の短期借入 7,534

コマーシャル・ペーパー 4,645

１年以内償還予定の社債 88

(短期)無担保資金調達 15,523

銀行等からの長期借入 2,074

社債 12,044

(長期)無担保資金調達 14,119

株主資本合計 7,733

合計 37,375
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当第２四半期連結会計期間末の当社の株主資本は7,733億円となっております。資本金及び資本剰

余金の合計は3,360億円、利益剰余金は四半期純損失の計上や配当金支払いによる減少などの結果、

4,991億円となりました。自己株式の控除額は617億円となっております。 

  

③ 格付会社による信用格付  

当社、大和証券及び大和証券エスエムビーシーには、国内外の大手格付会社により長期及び短期

の信用格付が付与されております。 

 当社グループの信用格付に影響を及ぼす要因としては、マクロ経済環境及び主たる事業領域であ

る証券市場などの事業環境、経営戦略、営業基盤、当社グループのマーケットにおける地位、収益

性及び収益のボラティリティ、経費構造及び経費の柔軟性、リスク管理体制、流動性の状況、資本

政策及び資本の十分性、コーポレート・ガバナンスの状況等が考えられます。 

 なお、格付が付与された有価証券を発行して資金調達を行うのは、当社グループにおいては当

社、大和証券及び大和証券エスエムビーシーであります。 

 平成20年11月６日現在における当社、大和証券及び大和証券エスエムビーシーの格付は次のとお

りであります。 

  

当社 

 
 

大和証券 

 
 

大和証券エスエムビーシー 

格付会社 長期格付 短期格付

Moody's Investors Service Baa1 ―

Standard & Poor's BBB+ A-2

格付投資情報センター A a-1

日本格付研究所 A+ ―

格付会社 長期格付 短期格付

Moody's Investors Service Baa1 P-2

Standard & Poor's BBB+ A-2

格付投資情報センター A a-1

日本格付研究所 A+ ―

格付会社 長期格付 短期格付

Moody's Investors Service A1 P-1

Standard & Poor's A A-1

格付投資情報センター A+ a-1
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

前連結会計年度末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありませんでした。 

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

発行された株式数は含まれておりません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,000,000,000

計 4,000,000,000

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,404,664,772 1,404,664,772

 東京証券取引所 

 大阪証券取引所 

 名古屋証券取引所 

  各市場第一部 

―

計 1,404,664,772 1,404,664,772 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

  新株予約権の状況は以下のとおりであります。 

    ① 平成16年定時株主総会の決議によるもの 

当社は、ストック・オプションの目的で「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128

号)(以下、「平成13年改正旧商法」といいます)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株

予約権を無償発行しております。この発行は、平成16年６月23日開催の株主総会及び平成16年８

月24日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 1,644

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,644,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 756

 新株予約権の行使期間             平成18年７月１日から平成23年８月31日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                      756
 資本組入額                            378

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
    の間で締結する新株予約権付与契約に定めるところ
    によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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    ② 平成17年定時株主総会の決議によるもの 

 (ⅰ) 当社は、ストック・オプションの目的で平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の 

   規定に基づき新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成17年６月24日開催の株主 

     総会及び同日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 528

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 528,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1

 新株予約権の行使期間              平成17年７月１日から平成37年６月30日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                              1
 資本組入額                             1

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ 当社及び当社子会社のうち当社取締役会または取締
    役会の決議による委任を受けた執行役が決定する会
    社の取締役、執行役、執行役員のいずれの地位も喪
    失した日の翌日から行使できるものとします。 
 ３ 上記２にかかわらず、平成37年６月１日より、他の
  権利行使の条件に従い行使できるものとします。 
 ４ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
  の間で締結する新株予約権付与契約に定めるところ
  によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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 (ⅱ) 当社は、ストック・オプションの目的で平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の 

   規定に基づき新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成17年６月24日開催の株主 

   総会及び平成17年８月25日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
  

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 1,970

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,970,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 781

 新株予約権の行使期間              平成19年７月１日から平成24年８月31日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                                781
 資本組入額                               391

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
    の間で締結する新株予約権付与契約に定めるところ
  によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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    ③ 平成18年定時株主総会の決議によるもの 

  (ⅰ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

     新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成18年６月24日開催の株主総会及び同日開 

   催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格1円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額1,363円を加算した資本組入額は682円となります。 

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 298

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―   

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 298,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1

 新株予約権の行使期間              平成18年７月１日から平成38年６月30日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                                1
 資本組入額                                1

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ 当社及び当社子会社のうち当社取締役会または取締
    役会の決議による委任を受けた執行役が決定する会
  社の取締役、執行役、執行役員のいずれの地位も喪
  失した日の翌日から行使できるものとします。 
 ３ 上記２にかかわらず、平成38年５月31日より、他の
  権利行使の条件に従い行使できるものとします。 
 ４ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
  の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
  によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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 (ⅱ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

     新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成18年６月24日開催の株主総会及び平成18 

     年８月24日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格1,515円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額499.8円を加算した資本組入額は1,008円となります。 

  

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 2,593

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) 62

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,593,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1,515

 新株予約権の行使期間              平成23年７月１日から平成28年６月23日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                             1,515
 資本組入額                               758

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
    の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
   によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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    ④ 平成19年定時株主総会の決議によるもの 

  (ⅰ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

     新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成19年６月23日開催の株主総会及び同日開 

     催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格1円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額1,312円を加算した資本組入額は657円となります。 

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 306

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 306,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1

 新株予約権の行使期間              平成19年７月１日から平成39年６月30日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                                        1
 資本組入額                                     1

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ 当社及び当社子会社のうち当社取締役会または取締
  役会の決議による委任を受けた執行役が決定する会
  社の取締役、執行役、執行役員のいずれの地位も喪
  失した日の翌日から行使できるものとします。 
 ３ 上記２にかかわらず、平成39年５月31日より、他の
  権利行使の条件に従い行使できるものとします。 
 ４ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
  の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
  によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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  (ⅱ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

   新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成19年６月23日開催の株主総会及び平成19 

     年８月23日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格1,224円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額349円を加算した資本組入額は787円となります。 

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 2,570

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) 33

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,570,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1,224

 新株予約権の行使期間              平成24年７月１日から平成29年６月22日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                             1,224
 資本組入額                                612

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
    の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
    によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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    ⑤ 平成20年定時株主総会の決議によるもの 

  (ⅰ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

     新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成20年６月21日開催の株主総会及び同日開 

     催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格1円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額972円を加算した資本組入額は487円となります。 

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 350

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 350,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 1

 新株予約権の行使期間              平成20年７月１日から平成40年６月30日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                                        1
 資本組入額                                     1

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ 当社及び当社子会社のうち当社取締役会または取締
  役会の決議による委任を受けた執行役が決定する会
  社の取締役、執行役、執行役員のいずれの地位も喪
  失した日の翌日から行使できるものとします。 
 ３ 上記２にかかわらず、平成40年５月31日より、他の
  権利行使の条件に従い行使できるものとします。 
 ４ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
  の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
  によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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  (ⅱ) 当社は、ストック・オプションの目的で会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき 

   新株予約権を無償発行しております。この発行は、平成20年６月21日開催の株主総会及び平成20 

     年８月28日開催の執行役会において決議されたものであります。 

 
(注) 上記の「資本組入額」欄には、株式の発行価格917円に0.5を乗じた額（円未満切上げ）を記載しております。 

株式の発行価格に新株予約権の帳簿価額243.7円を加算した資本組入額は581円となります。 

  

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

 新株予約権の数(個) 3,099

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) 3

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,099,000

 新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 917

 新株予約権の行使期間              平成25年７月１日から平成30年６月20日

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格                              917 
 資本組入額                                459

 新株予約権の行使の条件

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
 ２ その他の条件は当社と新株予約権の割当の対象者と
    の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところ
    によるものとします。

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要するものとします。

 代用払込みに関する事項 ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成20年９月30日現在 

 
(注)当社は、平成20年９月30日現在、自己株式58,471千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は4.16％)を 

保有しておりますが、上記大株主から除外しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

― 1,404,664 ― 178,324 ― 157,678

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
５０５２２３  
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済
業務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

71,301 5.08

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済
業務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

69,026 4.91

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 61,506 4.38

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 51,645 3.68

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 47,669 3.39

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 30,328 2.16

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 28,462 2.03

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社・住友信託退給口 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 24,888 1.77

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸１丁目２番３号 23,140 1.65

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 20,867 1.49

計 ― 428,833 30.53
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、株式会社証券保管振替機構名義の株式47,000株(議決権 

     47個)が含まれております。 

   なお、当該株式は議決権の数から除いております。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、当社の証券子会社が有価証券関連業務として自己の名義で 

   保有している株式1,476,000株(議決権1,476個)が含まれております。 

     なお、当該株式は議決権の数から除いております。 

３ 「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式635株が含まれております。 

  

  

② 【自己株式等】 

   平成20年９月30日現在 

 
(注) 上記のほか、当社の証券子会社が有価証券関連業務として自己の名義で保有している株式が1,476,000株(議 

決権1,476個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の株式  

数に含めております。 

  

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。  

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
 普通株式      58,471,000

― ―

完全議決権株式(その他)  普通株式   1,342,363,000 1,340,840 ―

単元未満株式  普通株式    3,830,772 ― ―

発行済株式総数 1,404,664,772 ― ―

総株主の議決権 ― 1,340,840 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
 株式会社大和証券 
 グループ本社

東京都千代田区丸の内
 １丁目９番１号 

58,471,000 ― 58,471,000 4.16

計 ― 58,471,000 ― 58,471,000 4.16

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,055 1,112 1,187 1,021 953 867

最低(円) 827 967 966 869 811 671
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。 

(1) 取締役の状況 

該当事項はありません。 

  

(2) 執行役の状況 

役職の異動 

 
  

３ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務執行役
企画・人事担当 兼 

ホールセール部門副担当
専務執行役 企画・人事担当 日比野 隆司 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である有

価証券関連業を営む会社の財務諸表に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣

府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成49年11月14日付日本証券業協会自主

規制規則）に準拠して作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 406,977 429,976

預託金 229,245 233,544

受取手形及び売掛金 13,080 13,580

有価証券 30,905 54,105

トレーディング商品 ※２  6,021,380 ※２  7,857,122

商品有価証券等 4,494,737 6,271,253

デリバティブ取引 1,526,642 1,585,868

約定見返勘定 111,064 219,314

営業投資有価証券 ※２  454,908 ※２  483,268

投資損失引当金 △12,404 △11,536

営業貸付金 80,031 75,421

商品 13 0

仕掛品 1,575 1,601

信用取引資産 293,527 369,312

信用取引貸付金 149,421 192,000

信用取引借証券担保金 144,106 177,311

有価証券担保貸付金 7,376,789 6,206,327

借入有価証券担保金 7,372,104 6,206,125

現先取引貸付金 4,685 202

立替金 14,792 12,511

短期貸付金 ※２  95,074 ※２  148,991

未収収益 31,125 36,597

繰延税金資産 22,076 15,913

その他の流動資産 ※２  848,074 ※２  608,629

貸倒引当金 △5,679 △1,384

流動資産計 16,012,558 16,753,297

固定資産   

有形固定資産 ※１  151,712 ※１  153,392

無形固定資産 108,145 101,879

その他 108,145 101,879

投資その他の資産 291,653 298,549

投資有価証券 ※２  210,254 ※２  215,611

長期貸付金 18,663 15,061

長期差入保証金 26,270 30,130

繰延税金資産 18,752 15,434

その他 ※５  20,019 ※５  24,579

貸倒引当金 ※５  △2,305 ※５  △2,267

固定資産計 551,512 553,821

資産合計 16,564,070 17,307,119
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,231 4,941

トレーディング商品 4,071,200 4,643,643

商品有価証券等 2,957,246 3,443,374

デリバティブ取引 1,113,953 1,200,269

信用取引負債 163,252 202,010

信用取引借入金 6,977 8,617

信用取引貸証券受入金 156,274 193,392

有価証券担保借入金 7,058,471 6,238,684

有価証券貸借取引受入金 6,754,503 5,535,106

現先取引借入金 303,968 703,577

預り金 130,214 134,361

受入保証金 115,906 101,149

短期借入金 1,323,507 2,362,803

コマーシャル・ペーパー 464,550 488,300

1年内償還予定の社債 8,863 130,613

未払法人税等 5,113 21,537

繰延税金負債 － 13

賞与引当金 10,975 17,325

本社移転関連費用引当金 1,268 4,129

その他の流動負債 738,196 571,406

流動負債計 14,096,752 14,920,920

固定負債   

社債 1,204,460 1,063,741

長期借入金 207,445 199,070

繰延税金負債 2,208 4,541

退職給付引当金 24,477 23,576

訴訟損失引当金 753 779

その他の固定負債 3,239 3,548

固定負債計 1,442,584 1,295,257

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 7,614 －

証券取引責任準備金 － 8,017

特別法上の準備金計 7,614 8,017

負債合計 15,546,951 16,224,195
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 178,324 178,324

資本剰余金 157,678 157,678

利益剰余金 499,130 527,579

自己株式 △61,771 △61,701

株主資本合計 773,362 801,880

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,539 24,470

繰延ヘッジ損益 401 800

為替換算調整勘定 △11,875 △9,061

評価・換算差額等合計 1,064 16,208

新株予約権 2,056 1,429

少数株主持分 240,634 263,404

純資産合計 1,017,118 1,082,923

負債・純資産合計 16,564,070 17,307,119
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（２）【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 115,837

トレーディング損益 32,164

株券等トレーディング損益 12,443

債券・為替等トレーディング損益 19,721

営業投資有価証券関連損益 △16,213

金融収益 138,878

その他の売上高 26,268

営業収益計 296,935

金融費用 126,505

売上原価 19,307

純営業収益 151,123

販売費・一般管理費  

取引関係費 35,855

人件費 ※１  72,726

不動産関係費 22,588

事務費 15,522

減価償却費 16,636

租税公課 3,321

貸倒引当金繰入れ 4,471

その他 6,616

販売費・一般管理費計 177,739

営業損失（△） △26,616

営業外収益  

受取利息 121

受取配当金 2,691

持分法による投資利益 251

その他 1,987

営業外収益計 5,050

営業外費用  

支払利息 266

為替差損 341

その他 1,029

営業外費用計 1,638

経常損失（△） △23,203
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

特別利益  

投資有価証券売却益 1,681

金融商品取引責任準備金戻入 402

その他 208

特別利益計 2,291

特別損失  

固定資産除売却損 798

貸付債権処分損 2,175

関係会社株式評価損 216

投資有価証券評価損 4,991

その他 433

特別損失計 8,615

税金等調整前四半期純損失（△） △29,527

法人税、住民税及び事業税 10,454

法人税等調整額 △7,422

法人税等合計 3,032

少数株主損失（△） △17,923

四半期純損失（△） △14,637
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  【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 54,045

トレーディング損益 10,864

株券等トレーディング損益 △8,590

債券・為替等トレーディング損益 19,454

営業投資有価証券関連損益 △15,206

金融収益 69,129

その他の売上高 12,726

営業収益計 131,559

金融費用 64,161

売上原価 9,301

純営業収益 58,096

販売費・一般管理費  

取引関係費 17,842

人件費 ※１  35,605

不動産関係費 11,505

事務費 7,686

減価償却費 8,384

租税公課 1,505

貸倒引当金繰入れ 3,313

その他 3,449

販売費・一般管理費計 89,293

営業損失（△） △31,196

営業外収益  

受取利息 57

受取配当金 216

持分法による投資利益 62

その他 570

営業外収益計 907

営業外費用  

支払利息 230

為替差損 341

その他 663

営業外費用計 1,235

経常損失（△） △31,525
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日) 

特別利益  

投資有価証券売却益 1,681

その他 148

特別利益計 1,829

特別損失  

固定資産除売却損 636

貸付債権処分損 2,175

関係会社株式評価損 61

投資有価証券評価損 4,991

貸倒引当金繰入額 △2,270

その他 △8

特別損失計 5,585

税金等調整前四半期純損失（△） △35,282

法人税、住民税及び事業税 5,623

法人税等調整額 △6,410

法人税等合計 △787

少数株主損失（△） △13,972

四半期純損失（△） △20,522
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △29,527

減価償却費 18,331

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,455

受取利息及び受取配当金 △2,812

支払利息 266

持分法による投資損益（△は益） △251

固定資産除売却損益（△は益） 798

投資有価証券売却損益（△は益） △1,681

関係会社株式評価損 216

投資有価証券評価損益（△は益） 4,991

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △402

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 15,207

トレーディング商品の増減額 1,375,926

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 18,506

営業貸付金の増減額（△は増加） △4,609

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 37,026

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

△370,021

短期貸付金の増減額（△は増加） 54,191

預り金の増減額（△は減少） △4,158

その他 △61,518

小計 1,054,937

利息及び配当金の受取額 2,789

利息の支払額 △261

法人税等の支払額 △5,961

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,051,503

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △35,901

定期預金の払戻による収入 114,687

有価証券の取得による支出 △9,489

有価証券の売却及び償還による収入 3,819

有形固定資産の取得による支出 △6,822

無形固定資産の取得による支出 △17,768

投資有価証券の取得による支出 △12,703

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,755

貸付けによる支出 △6,403

貸付金の回収による収入 2,813

その他 4,118

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,105
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,064,139

長期借入れによる収入 22,000

長期借入金の返済による支出 △11,550

社債の発行による収入 193,100

社債の償還による支出 △174,191

配当金の支払額 △13,463

その他 △844

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,049,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,221

現金及び現金同等物の期首残高 359,851

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 209

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  401,282
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

（1）連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間より、重要性が増し

たため１社を連結の範囲に含めております。ま

た、清算等に伴い３社を連結の範囲から除外し

ております。 

  

（2）変更後の連結子会社の数   
   44社 

２ 会計処理基準に関する事項の変更 

（1）たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はあ

りません。 

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年５月17日）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はあ

りません。 

（3）リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号 平成５年６月17日、平成19年３月

30日改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

平成６年１月18日、平成19年３月30日改正）を

第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所

有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理に変更し、リース資産として計上してお

ります。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

ただし、リース取引開始日が適用初年度前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 
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【追加情報】 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

 従来、特別法上の準備金として、旧証券取引法第51条

の規定により計上しておりました「証券取引責任準備

金」について、第１四半期連結会計期間より金融商品取

引法第46条の５の規定に基づく方法により「金融商品取

引責任準備金」として計上しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 

 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は

107,528百万円であります。 
 

※１ 有形固定資産から控除した減価償却累計額は

106,710百万円であります。 

※２ 担保に供されている資産 

 

(注) 上記の金額は四半期連結貸借対照表計上額

によっております。なお上記担保資産の他

に、借り入れた有価証券等211,202百万円

を担保として差し入れております。 

トレーディング商品 392,840百万円

営業投資有価証券 14

短期貸付金 31,772

その他の流動資産 6,733

投資有価証券 31,472

計 462,834

 

 

※２ 担保に供されている資産 

 
(注) 上記の金額は連結貸借対照表計上額によっ

ております。なお上記担保資産の他に、借

り入れた有価証券等609,272百万円を担保

として差し入れております。 

トレーディング商品 1,165,096百万円

営業投資有価証券 314

短期貸付金 34,720

その他の流動資産 10,522

投資有価証券 62,247

計 1,272,901

 ３ 差し入れた有価証券等の時価 

 
(注) ※２担保に供されている資産に属するもの

は除いております。 

消費貸借契約により
貸し付けた有価証券 

7,999,459百万円

現先取引で売却した
有価証券 

305,774

その他 576,763

計 8,881,997

 

 ３ 差し入れた有価証券等の時価 

 
(注) ※２担保に供されている資産に属するもの

は除いております。 

消費貸借契約により
貸し付けた有価証券 

6,782,108百万円

現先取引で売却した
有価証券 

710,431

その他 577,499

計 8,070,038

 ４ 差し入れを受けた有価証券等の時価 

消費貸借契約により
借り入れた有価証券 

8,775,925百万円

その他 364,044

計 9,139,970

 ４ 差し入れを受けた有価証券等の時価 

消費貸借契約により
借り入れた有価証券 

7,542,741百万円

その他 466,116

計 8,008,857

※５ 貸倒引当金8,284百万円は、債権額と相殺して表

示しております。 

 
※５ 貸倒引当金8,325百万円は、債権額と相殺して表

示しております。 

 ６ 保証債務 

 

被保証者
被保証債務の

内容 
金額 

(百万円)

従業員 借入金 1,268

その他 
(２社)

債務 940

合計 2,209

 ６ 保証債務 

 

被保証者 被保証債務の
内容

金額 
(百万円)

従業員 借入金 1,400

その他
(２社)

債務 290

合計 1,690
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(四半期連結損益計算書関係) 

 
第２四半期連結累計期間 

 
  
 
第２四半期連結会計期間 

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額10,683百万円が含

まれております。 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額4,958百万円が含

まれております。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

 

現金・預金勘定 406,977百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△5,694

現金及び現金同等物 401,282
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自 平成20年 
４月１日 至 平成20年９月30日) 

  
１ 発行済株式の種類及び総数 

    普通株式  1,404,664千株 

  

２ 自己株式の種類及び株式数 

    普通株式      58,481千株 

  

３ 新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

 
(注)上記の連結子会社は、エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社であります。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの 

 
  

  
  

会社名 内訳
当第２四半期

連結会計期間末残高 
(百万円)

当社 
 ストック・オプションとして
 の新株予約権

1,922 

連結子会社 
 ストック・オプションとして
 の新株予約権

134 

合計 2,056 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月19日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 13,463 10 平成20年３月31日 平成20年６月２日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 6,730 5 平成20年９月30日 平成20年12月１日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計
期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当企業集団は、①有価証券及びデリバティブ商品の売買等、②有価証券及びデリバティブ商品の売買
等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券
の私募の取扱いなどの有価証券関連業を中心とする営業活動をグローバルに展開しております。これら
の営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益
を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグ
メントに属しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 
  
  
当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）             

(百万円)

 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）             
（百万円）

 
 

(注)  １ 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。  
    ２ 各区分に属する主な国または地域  
      米州・・・・・・・・・・アメリカ  
       欧州・・・・・・・・・・イギリス、ドイツ、スイス、フランス  
       アジア・オセアニア・・・香港、シンガポール  

       
  

日本 米州 欧州 アジア・
オセアニア

計 消去又は 
全社

 連結

純営業収益 

 (1) 外部顧客からの 
      純営業収益 

48,963 4,120 2,243 2,769 58,096 ― 58,096

 (2) セグメント間の 
      内部純営業収益 

6 561 2,790 765 4,124 (4,124) ―

    計 48,970 4,681 5,033 3,534 62,220 (4,124) 58,096

営業利益又は営業損失(△） △30,511 1,129 △1,555 △264 △31,202 5 △31,196

   日本    米州   欧州 アジア・
オセアニア

 計 消去又は 
全社

 連結

純営業収益 

 (1) 外部顧客からの 
      純営業収益 

130,411 7,744 7,037 5,929 151,123 ― 151,123

 (2) セグメント間の 
      内部純営業収益 

△36 1,223 4,931 1,447 7,565 (7,565) ―

    計 130,375 8,967 11,968 7,376 158,688 (7,565) 151,123

営業利益又は営業損失（△） △27,110 2,237 △1,653 △94 △26,621 5 △26,616
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  
（百万円）  

 
  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  
（百万円）  

 
 

(注)  １ 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。  
    ２ 各区分に属する主な国または地域  
      米州・・・・・・・・・・アメリカ  
       欧州・・・・・・・・・・イギリス、ドイツ、スイス、フランス  
       アジア・オセアニア・・・香港、シンガポール  

           米州           欧州 アジア・
オセアニア

          計

Ⅰ 
海外売上高 
(純営業収益) 

5,757 4,015 2,856 12,629

Ⅱ 連結純営業収益 58,096

Ⅲ 
連結純営業収益に 
占める海外売上高の割合(％)

9.9 6.9 4.9 21.7

           米州           欧州 アジア・
オセアニア

          計

Ⅰ 
海外売上高 
(純営業収益) 

11,930 8,894 6,156 26,981

Ⅱ 連結純営業収益 151,123

Ⅲ 
連結純営業収益に 
占める海外売上高の割合(％)

7.9 5.9 4.1 17.9
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(有価証券及びデリバティブ取引関係) 

１ トレーディングに係るもの 

デリバティブ取引 
(百万円) 

 
  

２ トレーディングに係るもの以外 

（1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

（2）その他有価証券で時価のあるもの 
(百万円) 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものにつき、当第２四半期連結累計期間において5,958百万円の減損処理を 

行っております。 

  

（3）デリバティブ取引 
(百万円) 

 
(注) ヘッジ会計を適用しているものは除いております。 

  

種類

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

資産 負債

契約額等 時価 契約額等 時価

オプション取引 4,297,865 212,844 4,076,376 210,579

為替予約取引 1,032,399 35,663 977,681 42,269

先物・先渡取引 1,711,934 142,645 1,183,740 132,460

スワップ取引 44,919,739 1,094,226 42,212,171 692,220

その他 558,903 43,508 711,749 36,423

クレジットリザーブ ― △2,247 ― ―

種類

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

取得原価
四半期連結貸借
対照表計上額

差額

株券 117,180 131,555 14,375

債券 50 49 △0

  その他 50 49 △0

その他 17,437 16,447 △989

  計 134,667 148,053 13,385

種類

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

契約額等 時価 評価損益

金利スワップ取引 15,000 △18 △18

通貨スワップ取引 12,130 △25 △25

為替予約取引 2,506 △653 △653
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(ストック・オプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間 (自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

１ ストック・オプションにかかる当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  

   販売費・一般管理費  507百万円 

  

２ 当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
  

 
(注)上記の連結子会社は、エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社であります。 

  
  

  

  

会社名 提出会社

新株予約権の名称 2008年７月発行新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 

 

当社の取締役及び執行役 15名

当社の関係会社の取締役
及び執行役員  

83名

当社の使用人 96名

当社の関係会社の取締役 20名

当社の関係会社の執行役員
及び使用人 

1,802名

株式の種類別のストック・オプ
ションの付与数(株) 

普通株式   350,000 普通株式   3,099,000 

付与日 平成20年７月１日 平成20年９月８日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません
付与日以降、権利確定日(平成25年６月
30日)まで継続して勤務していること 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません 平成20年９月８日から平成25年６月30日

権利行使期間 平成20年７月１日から平成40年６月30日 平成25年７月１日から平成30年６月20日

権利行使価格(円) 1 917

付与日における公正な評価単価
(円) 

972 243.7

会社名 連結子会社

新株予約権の名称 
2008年９月発行
新株予約権Ⅰ 

2008年９月発行
新株予約権Ａ 

2008年９月発行
新株予約権Ｂ 

付与対象者の区分及
び人数  

連結子会社の取締役 ５名 連結子会社の執行役員 13名 連結子会社の使用人 154名

株式の種類別のスト
ック・オプションの
付与数(株)  

連結子会社発行普通株式 144
   
連結子会社発行普通株式 212

 
連結子会社発行普通株式 470

付与日 平成20年９月11日 同左 平成20年９月４日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお
りません 

同左
付与日以降、権利確定日(平
成25年６月30日)まで継続し
て勤務していること 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり
ません 

同左
平成20年９月４日から平成25
年６月30日 

権利行使期間 
平成20年９月12日から平成
40年９月11日 

同左
平成25年７月１日から平成30
年６月23日 

権利行使価格(円) 1 1 99,110

付与日における公正
な評価単価(円) 

95,999 95,999 59,550
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり四半期純損失金額 

  

 
(注) 1 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期 

純損失であるため記載しておりません。 

2 １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  
  

  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 575.28円 １株当たり純資産額 607.64円

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 1,017,118 1,082,923

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円） 

242,691 264,833

（うち新株予約権） (2,056) (1,429)

（うち少数株主持分） (240,634) (263,404)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額 
（百万円） 

774,427 818,089

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た四半期連結会計期間末（連結会計年
度末）の普通株式の数（千株） 

1,346,183 1,346,335

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額
 

△10.87円
 

１株当たり四半期純損失金額 △15.24円
 

項目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

四半期純損失金額(百万円) △ 14,637 △ 20,522

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株主に係る四半期純損失金額(百万円) △ 14,637 △ 20,522

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,346,353 1,346,355

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要 

平成20年定時株主総会の決
議によるもの(ⅰ)及び(ⅱ)
の新株予約権 
この概要は「第４ 提出会社
の状況 １ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況」
に記載のとおりでありま
す。 

平成20年定時株主総会の決
議によるもの(ⅰ)及び(ⅱ)
の新株予約権 
この概要は「第４ 提出会社
の状況 １ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況」
に記載のとおりでありま
す。 
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(重要な後発事象) 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 
  

  

  

(剰余金の配当) 

平成20年10月31日開催の取締役会において、平成20年９月30日を基準日とする剰余金の配当に関して次

のとおり決議いたしました。 

 ①配当金の総額                 6,730百万円 

 ②１株当たりの金額                 5円00銭 

 ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成20年12月１日 

(注) 平成20年９月30日現在の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し支払

いを行います。 

  

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成20年11月12日

株式会社大和証券グループ本社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社大和証券グループ本社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大和証券グループ本社及び連結子

会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  堀   内    巧  印 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  小   澤  陽  一  印 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  福   井    淳  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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